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認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、ひと
りで決めることに不安や心配がある方は、お金の管理
や契約などの法律行為をひとりで行うことが難しい場
合があります。また、よくわからないままに契約を結ん
でしまい、悪徳商法の被害に遭う恐れもあります。こ
のようなひとりで決めることに不安のある方々を法的
に保護し、ご本人の意思を尊重しながら支援するのが
「成年後見制度」です。

せい ねん こう けん せい ど

おたっしゃ本舗 神埼 発行

成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度があります。

あらかじめ自分が選んだ人（任意後見
人）に、代わりにしてほしいことを契約
で決めておく制度です。

任意後見制度を使うにはどうすればいいの？

おたっしゃ本舗神埼南
住 所 TEL神埼市千代田町直鳥166番地1 0952-34-6080

おたっしゃ本舗神埼北
住 所 TEL神埼市脊振町広滝555番地1 0952-59-2005

※おたっしゃ本舗は地域包括支援センターの愛称です。

おたっしゃ本舗神埼（神埼市高齢障がい課）
住 所 TEL神埼市神埼町鶴3542番地１ 0952-37-0111

〈 手続きの流れ 〉

家庭裁判所によって選ば
れた成年後見人等がご本
人の利益を考えながら、
ご本人を保護、支援する
制度です。

法定後見制度
すでに判断能力が不十分

判断能力低下前01
◆任意後見契約・公正証書の作成
　 公正証書の作成については、公証役場にお問い合わせください。

佐賀公証役場
佐賀市駅前中央１-５-１０　朝日生命駅前ビル７階住所
０９５２-２２-４３８７電話

判断能力低下後02
◆任意後見監督人選任の申し立て
　 本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者が申立できます。

佐賀家庭裁判所　後見・財産管理係 ０９５２-38-5637電話

審問・調査・鑑定等03
申し立て後に、家庭裁判所で状況に応じて
事情を伺うことや、本人の判断能力について鑑定を行うことがあります。

審判（任意後見監督人の選任）04
家庭裁判所から任意後見監督人を審判をすると同時に、
任意後見監督人が選任されたことが登記されます。

お問い合わせ お気軽にご相談ください！
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くねんニャン

今回はこちらを
紹介するニャン♪

任意後見制度
まだ元気だけど将来が不安



なぜ任意成年後見契約を結ぶの？？

任意後見人にしてもらえること

あなた（本人）が元気なうちに、支援を必要とする時に備えて、自分の信頼できる人と
任意後見契約を結んでおくことで、安心した老後を迎えることができます。

任意後見契約は委任者（本人）が自分の生活や療養看護、財産管理など
に関する事務について、任意後見人に「代理権を与える契約」です。

●財産管理に関すること（預貯金の管理や不動産について）
●福祉サービスや介護サービスの申請手続きや利用契約の手伝い
●施設への入所契約の手伝い　など

代理権の範囲は、必要に応じて委
任者（本人）と任意後見人との間で
契約を交わすことができます。

入りたいのはA施設…
山は手放したい…

たとえば、

任意後見人ができないこと

任意後見制度は本人の意思決定を尊重するため、本人が行った契約を
取り消すことができません（取消権・同意権がありません）。

※任意後見人は直接的な介護や家事、医療行為の判断、死
後の事務なども行えませんが、家族が任意後見人になって
いる場合、任意後見人としてではなく「家族」として行うこ
とはできます。

●詐欺的な投資話を信じ、貯金を投資に利用してしまった
●リフォーム詐欺などで不要なリフォーム契約を結んだ
●高額な商品を分割払いやリース契約で
  購入してしまった　など

たとえば、

妻 友人 娘 孫 弁護士などの
専門職

誰に頼もうかな

＜法定後見制度との違い＞
法定後見制度の場合、裁判所が後見人等を選任するため、あなた（本人）の知らない人が後見人
等を担当することもあります。

任意後見制度はあなた（本人）が元気なうちに手続きします。

あなた
（本人）

信頼できる家族や友人、
弁護士など、あなたが
お願いしたい人
（任意後見受任者）

あなたが代わりにしてもらい
たいことを公正証書による契
約で決めておく。

あなた
（本人）

（任意後見
受任者）

家庭裁判所から
選任された任意
後見監督人

家庭裁判所から選
任された任意後見
監督人が任意後見
人を監督します。

本人の判断能力が低下したとき

支援 監督

しっかり
支援して
いますね

あなた（本人）

任意後見制度はあなた（本人）が
信頼できる人を任意後見人に選ぶことができます。

選ぶ


